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第２次八戸市地球温暖化対策実行計画区域施策編 
 

 

 

 

１．計画策定の趣旨 

近年、地球温暖化の影響といわれる気候変動に伴い、世界中で豪雨や猛暑などの異常気

象が多発し、私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。地球温暖化問題は、避けるこ

とのできない喫緊の課題であり、私たち一人ひとりが地球環境に優しい行動を実践してい

くことが重要です。 

当市は、平成 22（2010）年２月に策定した第１次八戸市地球温暖化対策実行計画（以

下、「第１次計画」という）に基づき、二酸化炭素排出量の削減に取り組んできたところで

すが、令和２（2020）年 10 月に国が「2050 年カーボンニュートラル」を宣言したこ

とに伴い、日本各地で脱炭素化の動きが加速しています。 

  また、地球温暖化問題は、環境だけではなく、社会・経済分野とも複雑関わっているこ

とから、課題の解決に向けては社会・経済面も考慮した新たな視点からの取組が求められ

ているところです。 

  第２次八戸市地球温暖化対策実行計画区域施策編（以下、「第２次計画」という）は、こ

のような状況の変化に対応するために改めて策定するもので、計画に掲げる施策に取り組

んでいくことにより、「環境・社会・経済のバランスのとれたグリーン社会の実現」を目指

していきます。 

 

  目指す環境像 

環境・社会・経済のバランスのとれたグリーン社会の実現 

 

２．計画の位置づけ 

地球温暖化対策地方公共団体実行計画区域施策編は、地球温暖化対策の推進に関する法

律（以下、「温対法」という）第 21条第３項の規定に基づいて策定するもので、住民や事

業者も含めた地方公共団体の区域内の温室効果ガス削減計画です。 

また、八戸市環境基本計画における、地球温暖化対策に関する実行計画として位置づけ

られます。

 第１章 計画の基本的事項 

 

環境基本計画 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

 

地球温暖化対策実行計画区域施策編 
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３．計画の対象とする温室効果ガス 

第２次計画で対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素とします。 

第１次計画においては、地球温暖化に極めて大きな影響を及ぼす二酸化炭素のみを対象

としてきたところですが、現段階で市として排出量の推計が可能なその他の温室効果ガス

（メタン、一酸化二窒素）についても対象として加えます。 

 

４．計画期間等 

(１)基準年度及び目標年度 

   本計画の基準年度及び目標年度は、国の地球温暖化対策計画と整合するよう次のとおり

とします。 

 

基準年度：平成 25（2013）年度 

目標年度：令和 12（2030）年度 

 

(２)計画の期間 

令和５（2023）年度から令和 12（2030）年度までの 8年間とします。 

 

 

基準年度 現状年度 策定年度 目標年度 計 画 期 間 

平成 25 年度 令和２年度 令和５年度 令和 12 年度 令和５年度～令和 12 年度 

2013 年度 2020 年度 2023 年度 2030 年度 2023 年度～2030 年度 

 

  

【計画期間等一覧】 
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１．気候変動の影響 

  気候変動問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に関

わる安全保障の問題と認識されており、最も重要な環境問題の一つとされています。既に

世界的にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されています。 

  令和３（2021）年８月には、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第６次評価報告

書が公表され、同報告書では、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたこと

には疑う余地がないこと、大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な変

化が現れていること、気候システムの多くの変化（極端な高温や大雨の頻度と強度の増加、

いくつかの地域における強い熱帯低気圧の割合の増加等）は、地球温暖化の進行に直接関

係して拡大することが示されました。 

  このようなことから、今後、地球温暖化の進行に伴い、このような猛暑や豪雨のリスク

は更に高まることが予測されています。 

 

２．地球温暖化対策を巡る国際的な動向 

  平成 27（2015）年 11 月から 12月にかけて、フランス・パリにおいて、国際連合枠

組条約第 21回締約国会議（COP21）が開催され、京都議定書以来 18年ぶりの新たな

法的拘束力のある国際的な合意文書となるパリ協定が採択されました。 

  合意に至ったパリ協定は、国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命以

前に比べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追及すること」や「今世

紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡」を掲げたほか、先進国と途上国とい

う二分論を超えた全ての国の参加、適応計画プロセスや行動の実施等を規定しており、国

際枠組みとして画期的なものと言えます。 

  平成 30（2018）年に公表されたＩＰＣＣ「1.5℃特別報告書」によると、世界全体の

平均気温の上昇を、２℃を十分下回り、1.5℃の水準に抑えるためには、CO2排出量を

2050 年頃に正味ゼロとすることが必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２章 地球温暖化を取り巻く状況 

 

世界の年平均気温偏差 

世界の気温は、産業革命以降

上昇傾向にあり、100 年あた

り 0.74℃の割合で上昇して

います。 

【気 象 庁】 
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３．地球温暖化対策を巡る国内の動向 

  令和２（2020）年 10 月、我が国は、2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体と

してゼロにする、すなわち、2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す

ことを宣言しました。翌令和３（2021）年４月、地球温暖化対策推進本部において、2030

年度の温室効果ガスの削減目標を 2013年度比 46％削減することとし、さらに、50％の

高みに向けて、挑戦を続けていく旨が公表されました。 

令和３（2021）年 10 月には、これらの目標が位置づけられた地球温暖化対策計画の

閣議決定がなされ、2030 年、そして 2050 年に向けた挑戦を絶え間なく続けていくこと

としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国別の温室効果ガス排出量割合（2019 年） 

日本の年平均気温偏差 

日本の気温も上昇傾向

にあり、100 年あたり

1.30℃の割合で上昇し

ています。 

【気 象 庁】 

【 環 境 省 】 
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４．地球温暖化対策を巡る八戸市の動向 

当市においては、国と同様の認識のもと、令和３（2021）年６月に 2050 年度までに

カーボンニュートラルを目指すことを表明するとともに、令和４（2022）年２月には気

候変動に対する危機感を市民と共有することを目的として、「気候非常事態」を宣言しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八戸市の年平均気温 

八戸の気温は、1930 年代

以降上昇傾向にあり、100

年あたり 1.90℃の割合で

上昇しています。 

【気 象 庁】 

【 環 境 省 】 
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１．地勢・気候 

(１)地勢 

当市は太平洋を望む青森県の南東部に位置し、北はおいらせ町及び五戸町、西は南部町、

南は階上町及び岩手県軽米町に接しています。 

地形は、なだらかな台地に囲まれた平野が太平洋に向かって広がり、その平野を三分す

るように馬淵川、新井田川の２本の川が流れています。 

 

(２)気候 

  当市の年平均気温は 10.8℃となっており、真夏日（最高気温が 30℃以上の日）の日数

も少なく、夏でも冷涼な気候となっています。また、積雪寒冷地域でありながら最深積雪

は 18 ㎝と降雪量が少ない上、日照時間は東京や仙台市と同様で特に冬の日照時間が長い

という特徴があります。 

 

２．人口 

 (１)人口の推移 

  国勢調査における当市の人口は、平成 7（1995）年の 249,358 人をピークに減少に

転じ、令和２（2022）年には 223,415 人となっています。 

  また、少子高齢化も進行しており、平成 17（2005）年には老年人口と年少人口が逆転

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第３章 八戸市の地域特性 
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 (２)人口増減の内訳 

  住民基本台帳に基づく当市の人口は、南郷村と合併した平成 17（2005）年以降、減少

が続いています。 

  出生者数と死亡者数の差である自然動態は、平成 17（2005）年までは出生者数が死亡

者数を上回りプラスとなっていましたが、平成 18（2006）年以降は死亡者数が出生者数

を上回りマイナスとなっています。 

  また、市内への転入者数と市外への転出者数の差である社会動態は、平成 7（1995）

年以降、一貫して転出者数が転入者数を上回りマイナスとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３)人口の将来推計 

  平成 27（2015）年の国勢調査では人口が約 23.1 万人となっていましたが、今後は、

他の地方都市と同様に人口の減少が進み、令和 22（2040）年の将来推計人口は約 17.6

万人となることが予測されています。 

  また、年齢三区分別の将来推計人口では、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口が大きく

減少し、令和 22（2040）年には平成 27（2015）年の約６割に相当する 8.5 万人とな

る見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



３．産業構造 

当市の臨海部には大規模な工業港、漁港、商業港が整備され、優れた漁港施設や背後施

設を有する全国有数の水産都市、北東北を代表する工業都市として、地域の拠点となって

います。 

  

(１)市内総生産の推移 

  市内総生産は、平成 20（2008）年以降、8,500 億円前後で推移していましたが、平

成 27（2015）年に 9,000 億円を超えて以降は同水準を維持しており、令和元（2019）

年は 9,402 億円となっています。 

  また、市内総生産の内訳は、製造業が最も多く全体の 18％を占め、次いで卸売・小売

業が 13％となり、保健衛生・社会事業、不動産が 10％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２)製造品出荷額等の推移 

  当市の製造品出荷額等は、平成 21（2009）年以降、東日本大震災の影響による一時的

な減少を除き、令和元（2019）年まで堅調に増加しています。 

  平成 30（2018）年の内訳では、食料品製造業が最も多く、次いで飲料・たばこ・飼料

製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業と続いています。 
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４．再生可能エネルギー 

当市は高緯度地方に位置しているにもかかわらず、冬期の降雪量が少なく日照条件が良

好なことから、太陽光発電設備の立地に適しているとされ、固定価格買取制度（FIT）の普

及によって一般住宅の屋根置き型や野立て式の小規模太陽光発電施設の設置が進んでいま

す。 

また、民間事業者による大規模な木質バイオマス発電所が建設されており、近隣の林地

未利用木材が活用されるなど、民間主導による循環型事業が形成されています。 

 

(１)再生可能エネルギーの導入状況 

  環境省の自治体排出量カルテによると、令和２（2020）年度における当市の電気使用

量は 1,867,423MWh、再生可能エネルギー発電電力量は 771,604MWh と推計され、

電気使用量に対する再生可能エネルギー導入比は 41.3%と、全国平均の 14.8％を大きく

上回っています。 

 

(2)再生可能エネルギー導入ポテンシャル 

当市では、固定価格買取制度（FIT）の普及もあり太陽光発電の導入が進んでいますが、

環境省の自治体排出量カルテによると、そのポテンシャルに対する導入量は 22.8％に留

まっている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市内の再エネ導入ポテンシャルと再エネ導入量（電力） 

環境省「自治体排出量カルテ」 
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１．二酸化炭素排出量の推移 

第１次計画の実施期間（2007～2020 年度）における市内の二酸化炭素排出量は、

2012～2013（平成 24～25）年度で大幅に増加しました。これは、東日本大震災の

影響により火力発電の割合が増加したためと考えられます。 

一方、2015（平成 27）年度以降は、再生可能エネルギーの普及や省エネルギーの取

組などにより減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．部門別二酸化炭素排出量 

 当市の直近の二酸化炭素排出量は、369.0 万ｔ（令和２年度）となっています。 

当市は、製造業が集積する北東北を代表する工業都市であり、産業部門と工業プロセ

ス部門からの排出量は、全体の約 65％を占めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 温室効果ガス排出量の現状と課題 

 

【八戸市推計】 

【八戸市推計】 
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３．その他の温室効果ガス排出量 

メタンや一酸化二窒素については、主として工業炉や自動車に使用される燃料の燃焼や

水田への湛水、家畜の飼養、排水処理、半導体素子等の製造等に伴って発生していると考

えられます。 

  第１次計画では、二酸化炭素以外の温室効果ガスは排出割合が低い状況と考えられるこ

とから、推計の対象としていなかったため、基準年度と現状年度以外の排出量データはあ

りませんが、今後は排出量を推計して現状把握に努め、対策を検討していくこととします。 

 

４．主な課題 

(1)部門横断的な課題（再生可能エネルギー関連） 

   当市における再生可能エネルギーの導入は、全国平均を上回って進んでいる状況です 

  が、そのポテンシャルからさらなる普及促進が求められるところです。 

    また、これまでは固定価格買取制度（FIT）の影響により導入が進んできたものと考 

  えられますが、今後は自家消費型太陽光発電設備やＰＰＡモデルの普及などに努め、エネ

ルギー価格の高騰や地域経済の活性化などにも対応していく必要があります。 

 

 (2)産業部門・工業プロセス部門（主に大規模な企業） 

  特に、臨海部に立地する大規模な工場などにおいては、省エネ設備の導入や製造工程 

から発生する熱エネルギーの有効活用などの取組が進んでいますが、現在の技術では還 

元剤などとして使用する化石燃料の削減は困難であることから、革新的技術の普及が期 

待されるところです。しかしながら、水素やアンモニアといった新たな技術の社会実装に

は時間を要することから、長期的に取組を進めていく必要があります。 

 

(3)産業部門・業務その他部門（主に中小企業や公共施設） 

 令和４年（2022）年８月に、当市が中小企業・小規模企業振興ビジョン策定のために

実施したアンケート調査によると、財政面、情報面、知識面、人材面などの制約や、そも

そもどのような取組を行えば良いか分からないといった課題から、脱炭素化の取組が遅れ

ているものと考えられます。 

 したがって、省エネ診断の機会などを通じて事業者の理解を深め、高効率な省エネ 

設備の導入などを促進していく必要があります。 

 また、公共施設における再生可能エネルギーや高効率な省エネ設備の導入などに率先し

て取り組んでいく必要があります。 

 

(4)家庭部門 

 中小企業と同様に、金銭面、情報面、知識面などの制約や、そもそもどのような取組を

行えば良いか分からないといった課題から、脱炭素化の取組が遅れているものと考えられ

ます。 

 環境学習機会の提供や情報発信の強化により市民の理解を深め、ライフスイタイルの転

換を図っていく必要があります。 
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(5)運輸部門 

  現状では、市内における次世代自動の普及率を把握できないところですが、青森県全 

 体の普及率から考察すると、導入の余地は多く残されているものと考えられます。 

また、公共交通機関の利用促進やトラック輸送の効率化など、出来る限り自動車利用 

の機会を減らす取組も進めていく必要があります。 

 

(6)廃棄物部門 

  市民１人１日あたりのごみ排出量が全国平均を上回り、またリサイクル率が全国平均 

 を下回る状況にあることから、さらにごみの排出量削減や３R の推進に取り組んでく必 

 要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

経済産業省資源エネルギー庁「日本のエネルギー」 

～ 次世代エネルギー「水素」社会の到来 ～ 

 

水素は、燃焼しても水と水素に分解され、温室効果ガスを排出することがない

次世代エネルギーとして脱炭素社会の構築に大きく貢献すると期待されていま

す。 

当市の北約 60 ㎞のエリア「むつ小川原地域」は、多種多様なエネルギー施設

が共生しており、日本でも類を見ない温室効果ガス非排出施設群が集積している

地域です。 

この地域特性を活用し、豊富な再エネ電力を利用して水電解装置によって製造

された水素を、大規模製造業が多数立地している八戸市臨海工業地帯に供給する

ことができれば、工業炉等の燃料転換が図られて産業部門の温室効果ガス削減に

大きく貢献すると考えられており、企業による実証事業が進んでいます。 

 

 

 
 経済産業省資源エネルギー庁「日本のエネルギー」 
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１．温室効果ガス排出量の削減目標 

当市で排出される温室効果ガス排出量の削減目標については、国が掲げる目標に準じ、

次のとおり設定することとします。 

 

  〇令和 12（2030）年度温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算値） 

平成 25（2013）年度比で 50％削減することを目指します。 

 

 

【温室効果ガス削減目標の内訳】                       （単位：千ｔ） 

区  分 

基準年度 
排出量 

現況年度 
排出量 

目標年度排出量 
（基準年度比削減率） 

平成 25 年度 
（2013 年度） 

令和２年度 
（2020 年度） 

令和 12 年度 
（2030 年度） 

エネルギー起源二酸化炭素 

 

産業部門 2,213 1,795 1,264 （-42.9%） 

業務その他部門 324. 227 140  （-56.8%） 

家庭部門 667 506 267 （-60.0%） 

運輸部門 545 499 357 （-34.5％） 

エネルギー転換部門 25 16 12 （-52.0％） 

部門共通 

（再エネ導入） 
― ― -450         

非エネルギー起源二酸化炭素 

 
工業プロセス部門 613 594 593 （  -3.3％） 

廃棄物部門 51 52 44 （-13.7％） 

二酸化炭素以外の温室効果ガス 

 

メタン 14 12 12 （-14.3％） 

一酸化二窒素 26 31 31  （ 19.2％） 

吸収源対策 ― ― -36           

合  計 4,478 3,732 2,234 （-50.1％） 

 

 

第５章 計画の目標 
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２．温室効果ガス排出量削減目標設定の考え方 

削減目標を設定するにあたっては、国の「地球温暖化対策計画」及び環境省の「地方

公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」をもとに、令和 12（2030） 

  年度の排出量を推計しています。 

具体的には、現状趨勢（Business As Usual：以下「ＢＡＵ」という）と電力排出

基礎係数の低減を前提としつつ、国が地球温暖化対策計画に掲げる取組との連携などに

よる削減量を見込んで推計しました。 

 

(1)ＢＡＵ排出量 

今後、追加的な地球温暖化対策を見込まないまま推移した場合の将来の温室効果ガス 

排出量を指すもので、人口減少等の影響を加味して推計しています。 

 

【ＢＡＵと目標値との比較】                  （単位：千ｔ） 

令和２年度 

（2020 年度） 

令和 12 年度ＢＡＵ 

(2030 年度ＢＡＵ） 

令和 12 年度目標値 

（2030 年度目標値） 

排出量 ① 排出量 ② 排出量 
ＢＡＵ比削減量 

（①-②） 

３,732 3,636 2,234 1,402  

 

(2)電力基礎排出係数の低減による削減量 

電気事業者が発電の際に排出した二酸化炭素排出量を販売した電力量で除した値で

あり、再エネ電力比率が上昇することにより数値が低下していくものです。 

国が地球温暖化対策計画で掲げる令和 12（2030）年度目標係数（0.000250ｔ

/kWh）を加味して推計しています。 

【参考】国の温室効果ガス排出削減目標 

国：地球温暖化対策計画 
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(3)国が地球温暖化対策計画に掲げる取組などとの連携による削減量 

国が地球温暖化対策計画に掲げる取組に係る令和 12（2030）年度削減目標をベー 

スに、当市の活動量（製造品出荷額、事業所床面積、人口、世帯数など）を加味して推 

計しています。 

 

 【ＢＡＵ比削減量の内訳】                   （単位：千ｔ） 

令和 12 年度 
（2030 年度） 

排出量 ＢＡＵ比削減量 削減量内訳 

2,234 1,402 
電力基礎排出係数の低減による削減量 619 

国と連携した取組などによる削減量 783 

 

 【国と連携した取組などによる削減量見込】              （単位：千ｔ） 

区  分 主な取組 削減量見込 

産業部門 

省エネ診断の普及 
高効率機器の導入促進 
未利用熱の利活用促進 
燃料転換の促進 
FEMSを使用したエネルギー管理 
の実施 など 

104. 

業務その他部門 

高効率機器の導入促進 
建築物の省エネルギー化 
ＢEMSを使用したエネルギー管理の実施 
ESG 投資の普及 など 

26 

家庭部門 

省エネ診断の普及 
高効率機器の導入促進 
HEMSを利用したエネルギー管理の実施 
ペレットストーブの普及 
脱炭素ライフスタイルへの転換促進 など 

67 

運輸部門 

次世代自動車の普及 
公共交通機関の利用促進 
トラック輸送の効率化 
共同輸配送の促進 
宅配便再配達の削減促進 
海上輸送へのモーダルシフト促進 
カーシェアリングの普及 
エコドライブの普及 など 

96 

部門共通 

（再エネ導入） 
再生可能エネルギー電気の利用拡大 など             450 

工業プロセス部門 混合セメントの利用促進 など １ 

廃棄物部門 
廃棄物排出量の削減及び３R の推進 
食品ロスの削減 
廃プラスチックのケミカルリサイクル など 

3 

吸収源対策 森林の整備、都市緑化の推進 など 36 

合   計  783 
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温室効果ガス排出量削減目標の達成に向けては、私たち一人ひとりが地球環境に優しい

行動を実践していくことが重要です。当市では、市民や事業者など、多様な主体と連携し、

自然的社会的条件に応じた温室効果ガス排出量削減のための施策を、今できることから 

 推進していきます。 

また、環境面だけではなく社会・経済面も考慮した取組が求められていることから、Ｓ

ＤＧｓや地域循環共生圏の考え方等を取り入れ、八戸市の特性を活かした施策を推進して

いきます。 

 

１．温対策法の区分ごとの施策 

ここでは、温対法第 21 条第３項に基づき、次の(1)～(4)の区分ごとの施策の方向性と

取組指標を定めます。 

 

（１）再生可能エネルギーの導入促進 

   当市の地域資源を最大限活用しつつ、関係主体と連携し再生可能エネルギーの導入を 

を促進することにより、エネルギーの地産地消や地域内の経済循環の活性化、災害に強 

い地域づくりを目指します。 

  

  ①再生可能エネルギー電気の利用拡大を図る 

    自家消費型太陽光発電設備の導入促進を図る 

    PPA モデルの普及促進を図る 

    その他再エネ（地中熱等）導入の可能性を検討する  など 

        

 

   【取組主体・部門一覧】 

項目 
取組主体 取組部門 

市民 事業者 市 産業等 業務 家庭 運輸 廃棄物 

① ● ● ● ● ● ●   

※「産業等」：産業部門、エネルギー転換部門、工業プロセス部門 

 

  ＜取組指標＞ 

取組指標 
現状年度 

令和 3（2021）年度 

目標年度 

令和 12（2030）年度 

市内太陽光発電設備導入容量 132,686ｋＷ 154,000ｋＷ 

【再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 情報公表用ウェブサイト】 

  

第６章 温室効果ガス排出量削減に向けた施策 
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（２）事業者・住民の削減活動促進 

   エネルギー価格高騰への対応の観点からも、省エネ診断の普及などを通して、徹底し 

た省エネ行動を促進します。 

 また、普及啓発活動の推進などを通して、市民や事業者の地球温暖化対策に関する 

理解を深め、ライフスタイルの転換を図ります。 

 

  ①省エネ診断の普及を図る 

  ②高効率機器（空調機器、モーター、ボイラー、LEDなど）の導入を促進する 

  ③未利用熱（工場排熱など）の利活用を促進する 

  ④燃料転換を促進する 

  ⑤FEMS、BEMS、HEMSを利用したエネルギー管理の促進を図る 

  ⑥建築物、住宅の省エネルギー化を図る 

    ZEB、ZEH の普及を促進する など 

  ⑦ペレットストーブの普及を図る 

  ⑧混合セメントの利用を促進する 

  ⑨脱炭素ライフスタイルへの転換を促進する 

    クールビズ・ウォームビズの徹底を図る 

    トップランナー制度の普及を図る など 

  ⑩普及啓発活動の推進を図る 

    環境学習機会の提供や情報発信の強化 など 

     

 

   【取組主体・部門一覧】 

項目 
取組主体 取組部門 

市民 事業者 市 産業等 業務 家庭 運輸 廃棄物 

① ● ● ● ● ● ●   

② ● ● ● ● ● ●   

③  ● ● ● ●   ● 

④  ●  ● ●    

⑤ ● ● ● ● ● ●   

⑥ ● ● ● ● ● ●   

⑦ ● ●   ● ●   

⑧  ● ● ●     

⑨ ● ● ● ● ● ● ● ● 

⑩   ● － 

※「産業等」：産業部門、エネルギー転換部門、工業プロセス部門 
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＜取組指標＞ 

取組指標 
現状年度 

令和 3（2021）年度 

目標年度 

令和 12（2030）年度 

省エネ診断実施件数 － 
目標年度までに 

80 件 

公共施設 LED 照明普及率 － 100％ 

環境教育関連事業の年間参加者数 1,292 人 1,800 人 

 

 

 

 

  

環境省では、一人ひとりのライフスタイルの転換を促すため、「ゼロカーボンアク

ション 30」を推奨しています。 

 

 

【環境省】 
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（３）地域環境の整備及び改善 

   温室効果ガス排出量を削減するためだけでなく、今後予想される人口減少や高齢化社 

会などに対応するため、地域の課題に応じた環境負荷の小さな都市づくりを推進します。 

 

  ①次世代自動車の普及を図る 

②公共交通機関の利用を促進する 

  ③トラック輸送の効率化を図る 

  ④共同輸配送の促進を図る 

  ⑤宅配便再配達の削減を促進する 

  ⑥海上輸送へのモーダルシフトを促進する 

  ⑦カーシェアリングの普及を図る 

  ⑧エコドライブの普及を図る 

  ⑨ESG 投資の普及を図る 

  ⑩森林整備、都市緑化の推進を図る 

  ⑪その他吸収源（ブルーカーボン等）対策を検討する 

 

 

   【取組主体・部門一覧】 

項目 
取組主体 取組部門 

市民 事業者 市 産業等 業務 家庭 運輸 廃棄物 

① ● ● ● ● ● ● ●  

② ●  ●   ● ●  

③  ●     ●  

④  ●     ●  

⑤ ● ●     ●  

⑥  ●  ●   ●  

⑦ ●  ●   ● ●  

⑧ ● ● ● ● ● ● ●  

⑨  ● ● ● ●    

⑩ ● ● ● ― 

⑪   ● ― 

※「産業等」：産業部門、エネルギー転換部門、工業プロセス部門 

 

＜取組指標＞ 

取組指標 
現状年度 

令和 3（2021）年度 

目標年度 

令和 12（2030）年度 

市民一人あたり 

年間平均バス利用回数 
34.9 回 34.9 回 
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 （４）循環型社会の形成 

   これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会のあり方を見直し、廃棄物の発生 

抑制と適正な資源循環を促すことにより、循環型社会を形成することで天然資源やエネ 

ルギー消費の抑制を図ります。 

 

廃棄物排出量の削減及び３R の推進を図る 

食品ロスの削減を図る 

廃プラスチックのケミカルリサイクルを促進する 

 

 

【取組主体・部門一覧】 

項目 
取 組 主 体 取 組 部 門 

市民 事業者 市 産業等 業務 家庭 運輸 廃棄物 

① ● ● ●     ● 

② ● ● ●     ● 

③  ●  ●    ● 

※「産業等」：産業部門、エネルギー転換部門、工業プロセス部門 

 

  ＜取組指標＞         

取組指標 
現状年度 

令和 3（2021）年度 

目標年度 

令和 12（2030）年度 

１人１日あたりの家庭系ごみ排出量 

（資源物を除く） 
556ｇ 537ｇ 

年間事業系ごみの排出量 27,260ｔ 18,311ｔ 

１人１日あたりの最終処分量 109ｇ 101ｇ 

リサイクル率 

（行政回収分＋民間回収分） 
28.7％ 37.7％ 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境省 
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【SDGｓの考え方】 

SDGｓは、平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択された「持続可

能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2030 年までの国際目標で

す。 

17 のゴールと 169 のターゲットから構成されており、「誰一人取り残さな

い」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指しています。 

本計画に掲げる施策の推進にあたっては、SDGｓの考え方を取り入れ、複数

の課題を統合的に解決していくこと目指します。 
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１．進行管理手法 

本計画の実効性を高め、かつ的確に進捗状況を把握するため、ＰＤＣＡサイクルの手法 

を活用した進行管理を行います。 

 具体的には、計画策定後の温室効果ガス排出量とその削減に向けた取組について毎年現 

状を把握し、総合的に評価することにより、課題を明らかにします。また、必要に応じて 

取組などの見直しを行い、温室効果ガス削減目標の達成を目指していきます。 

 

＜ＰＤＣＡサイクルのイメージ＞ 

 

 

２．推進組織 

  市長の諮問機関であり、本計画に関する事項について調査審議を行う「八戸市環境審議

会」において、計画の進捗状況の評価や見直しを行います。 

 

３．計画の公表 

温室効果ガスの排出状況及びこの計画に盛り込まれた取組の実施状況を、毎年「八戸の

環境」やホームページなどを通じて公表します。 

 

４．中間評価  

本計画は、令和 9（2027）年度に中間評価を実施し、その結果に応じて計画の見直し

を行います。 

  

Plan（計画）

Do（実施運用）

Check（点検是正）

Act（見直し）

第７章 計画の進行管理 
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１．庁内の推進体制 

環境部長及び各部の次長で構成される「環境管理委員会」において、本計画の進行管理

や関連施策などの総合的な調整を行い、具体的な取組の実施などについては、関係部署と

相互連携を図りながら計画を推進していきます。 

 

２．市民・事業者との連携体制 

(1)情報の提供  

本計画の進行管理に関する情報などについて、市民・事業者が使いやすいよう配慮

した上で、市ホームページや広報誌などを通じて積極的に提供するように努めます。 

 

(2)交流の場の創出 

市民・事業者からの環境に関する情報や専門意見などを施策に反映させるため、イ

ベントや会合など、市民・事業者との交流の場の創出に努めます。 

 

(3)多様な主体との連携 

     高等教育機関や市民団体などと協力し、効果的な連携体制の構築に努めます。 

 

３． 国・県・他市町村との連携体制 

  複雑かつ広範囲にわたる地球温暖化問題の解決に向けては、当市の区域を超えて対応し

ていかなければならない場合もあることから、国や県、周辺市町村などと連携を図り、広

域的な視点にも留意しながら取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 計画の推進体制 
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第２次 八戸市地球温暖化対策実行計画 区域施策編 
 

企画・編集：八戸市 市民環境部 環境政策課  

発 行 者：八戸市 

 

〒031-8686 八戸市内丸一丁目 1-1 

TEL 0178-43-9265 

FAX 0178-47-0722 

Mail  kankyosei@city.hachinohe.aomori.jp 
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資料１「地球温暖化対策の推進に関する法律」（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第21条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当

該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための

措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。 

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 計画期間 

 二 地方公共団体実行計画の目標 

 三 実施しようとする措置の内容 

 四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 

３ 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項の

ほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うため

の施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。 

一 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に

適したものの利用の促進に関する事項 

二 その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用そ

の他その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動

の促進に関する事項 

三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保

全及び緑化の促進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備

及び改善に関する事項 

四 その区域内における廃棄物等の発生の抑制の促進その他循環型社会の形成に関する

事項 

五 前各号に規定する施策の実施に関する目標 
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資料２「温室効果ガス排出量等の推計方法（概要）」  

 

 

１．排出量の算定方法 

「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル（算定手法編）」 

（令和４年３月 環境省）を基本に、一部、より正確な排出実態を把握する算定方法を採 

用しています。具体的には、協定工場等で使用したエネルギー（石油、石炭系燃料、ガ 

ス）の報告を受け、これにエネルギーの種類ごとの排出係数を乗じることで算出してい 

ます。（詳細は、資料３「温室効果ガス排出量等の推計方法（詳細）」に掲載） 

 

 ２．吸収量の算定方法 

   「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル（算定手法編）」 

（令和４年３月 環境省）に示された算定方法を採用しています。 

   本計画の推計では、当市において吸収源対策が実施された「森林」及び「都市緑化」 

による二酸化炭素吸収量を推計対象とします。 

   

（１）森林による吸収量の推計 

     本計画では、市内に存在する森林計画対象森林で、基準に定めた年次から報告対 

象年までの森林蓄積の変化量から期間中の炭素蓄積を求め、二酸化炭素吸収量を推 

計します。 

 

    ①推計手法 

森林全体の炭素蓄積変化を推計する手法 

    ②推計の対象 

森林吸収源対策が行われている森林計画対象森林が対象 

③具体的な推計方法 

２時点の森林炭素蓄積の比較を行い、その差を二酸化炭素に換算して純吸収量を 

推計し、２時点間の年数で除することで単年当たりの吸収量に換算します。 

④算定式 

   Ｒ ＝ （ C2 － C1 ）／T2-1×（ ―44／12 ） 

 

 

 

 

 

 

 

  

記号 名 称 定    義 出 展 

Ｒ 吸 収 量 報告年度の吸収量 [t-CO2/年] 算定マニュアル 

C1 炭素蓄積量 1 比較する年度の森林炭素蓄積量 [t-C] 青森県森林資源統計書（H25） 

C2 炭素蓄積量 2 報告年度の森林炭素蓄積量 [t-C] 青森県森林資源統計書（R2） 

T2-1 年 数 報告年度と比較年度間の年数[年] 算定マニュアル 

-44/12 
炭素から CO2 

への換算係数 

炭素（分子量 12）を CO2（分子量 44）

に換算する係数 
算定マニュアル 
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 （２）都市緑化の推進による吸収量の算定（推計） 

     都市緑化の推進による吸収量の算定としては、都市内における緑地の保全区域面 

積を用いて「緑地の保全」全体を推計する手法を採用しています。 

         

①推計手法 

 低炭素まちづくり計画策定マニュアルに準ずる手法 

②推計の対象 

 市内において把握できる緑地の管理実施面積を用いて把握（「八戸市緑の基本計 

画」に記載されている「公共施設緑地面積」及び「都市公園開設済面積」が対象 

    ③具体的な推計方法 

緑地の保全区域面積（管理実施面積）に吸収係数を乗じて推計 

  ④算定式 

Ｒ ＝ Ａ × Ｂ  

記号 名 称 定    義 出 展 

Ｒ 吸収量 生体バイオマス成長に伴う吸収量 [t-CO2/年] 算定マニュアル 

Ａ 面 積 緑化の保全管理を実施した面積 [ha] 緑の基本計画 

Ｂ 係 数 
吸収係数 1.54 [t-CO2/ha/年] 
（間伐更新や補植などの管理が行われていない場合） 

算定マニュアル 
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油
＞

　
【

焼
却

量
(t

)】
×

【
排

出
係

数
】

廃
棄

物
に

係
る

二
酸

化
炭

素
排

出
量

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

＜
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

＞
　

【
焼

却
量

(t
)】

×
【

排
出

係
数

】
廃

棄
物

受
入

実
績

：
環

境
政

策
課

集
計

資
料

排
出

係
数

：
実

行
計

画
策

定
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
環

境
省

）

協
定

工
場

燃
料

使
用

量
：

環
境

保
全

課
よ

り

単
位

発
熱

量
・

排
出

係
数

：
実

行
計

画
策

定
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
環

境
省

）

自
動

車
走

行
距

離
：

運
輸

部
門

（
自

動
車

）
C

O
2
排

出
量

推
計

デ
ー

タ
（

環
境

省
）

排
出

係
数

：
実

行
計

画
策

定
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
環

境
省

・
日

本
国

温
室

効
果

ガ
ス

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

報
告

書
）

【
水

稲
作

付
面

積
（

㎡
）

】
×

【
水

管
理

割
合

（
％

）
】

×
【

排
出

係
数

】
（

C
H

4
）

水
稲

作
付

面
積

：
農

林
畜

産
課

提
供

資
料

　

　
※

東
北

地
方

の
水

管
理

割
合

：
間

欠
灌

漑
水

田
9

5
％

、
常

時
湛

水
田

5
％

排
出

係
数

：
実

行
計

画
策

定
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
環

境
省

）

飼
育

頭
数

：
農

林
畜

産
課

（
青

森
県

資
料

）

排
出

係
数

：
実

行
計

画
策

定
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
環

境
省

）

終
末

処
理

場
に

お
け

る
年

間
下

水
処

理
量

：
下

水
道

施
設

課

し
尿

処
理

施
設

に
お

け
る

年
間

処
理

量
：

環
境

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

排
出

係
数

：
実

行
計

画
策

定
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
環

境
省

）

【
自

動
車

走
行

距
離

】
×

【
排

出
係

数
】

（
C

H
4
・

N
2
O

）

炉
に

お
け

る
燃

料
の

燃
焼

【
燃

料
使

用
量

】
×

【
単

位
発

熱
量

】
×

【
排

出
係

数
】

（
C

H
4
・

N
2
O

）

耕
　

作

工
業

プ
ロ

セ
ス

部
門

畜
　

産

電
気

事
業

ガ
ス

事
業

家
畜

の
体

内
か

ら
排

出
さ

れ
る

ガ
ス

【
飼

育
頭

数
（

頭
）

】
×

【
排

出
係

数
】

（
C

H
4
）

家
畜

の
排

せ
つ

物
管

理
に

伴
う

ガ
ス

【
飼

育
頭

数
（

頭
）

】
×

【
排

出
係

数
】

（
N

2
O

）

排
水

処
理

＜
下

水
＞

【
終

末
処

理
場

に
お

け
る

年
間

下
水

処
理

量
（
㎥

）
】

×
【

排
出

係
数

】
（

C
H

4
・

N
2
O

）
＜

し
尿

＞
【

し
尿

処
理

施
設

に
お

け
る

生
し

尿
及

び
浄

化
槽

汚
泥

の
年

間
処

理
量

（
㎥

）
】

×
【

排
出

係
数

】
（

C
H

4
・

N
2
O

）
廃

棄
物

分
野

燃
料

の
燃

焼
分

野

自
 動

 車

非 エ ネ 起 源 C O 2

廃
棄

物
部

門

一
般

廃
棄

物

【
農

林
水

産
業

炭
素

排
出

量
（

県
）

】
×

【
農

林
水

産
業

の
従

業
者

数
（

八
戸

）
】

／
【

農
林

水
産

業
の

従
業

者
数

（
県

）
】

×
【

4
4

/1
2

】

鉱
　

  
業

C O 2 以 外 の ガ ス

家
 庭

 部
 門

【
セ

メ
ン

ト
ク

リ
ン

カ
ー

製
造

量
】

×
【

排
出

係
数

】
セ

メ
ン

ト
製

造

農
業

分
野

【
鉱

業
炭

素
排

出
量

（
県

）
】

×
【

鉱
業

の
従

業
者

数
（

八
戸

）
】

／
【

鉱
業

の
従

業
者

数
（

県
）

】
×

【
4

4
/1

2
】

建
 設

 業

資
料

３
「

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
等

の
推

計
方

法
（

詳
細

）
」

エ ネ ル ギ ー 起 源 C O 2

エ
ネ

ル
ギ

ー
転

換
部

門

部
 門

 ・
 分

 野

産
 業

 部
 門

【
建

設
業

炭
素

排
出

量
（

県
）

】
×

【
建

設
業

の
従

業
者

数
（

八
戸

）
】

／
【

建
設

業
の

従
業

者
数

（
県

）
】

×
【

4
4

/1
2

】

【
清

掃
工

場
焼

却
量

】
×

（
１

－
【

水
分

】
）

×
【

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

混
入

率
（

乾
物

）
】

×
【

排
出

係
数

】
×

【
八

戸
市

分
補

正
率

】

産
業

廃
棄

物

運
 輸

 部
 門

自
 動

 車
【

人
口

（
八

戸
）

】
×

【
排

出
係

数
】

非  製  造  業

農
林

水
産

業

業
務

そ
の

他
部

門製
  
造

  
業

28



2
0
1
3
（
H
2
5
）

電
力
排
出
係
数
の
低
減

に
よ
る
削
減
量

国
と
連
携
し
た
取
組

等
に
よ
る
削
減
量

合
計

(千
t-
C
O
2
)

(千
t-
C
O
2
)

（
％
）

(千
t-
C
O
2
)

（
％
）

(千
t-
C
O
2
)

（
％
）

(千
t-
C
O
2
)

(千
t-
C
O
2
)

(千
t-
C
O
2
)

産
業
部
門

2
,2
1
3

1
,7
9
5

-1
8
.9
%

1
,7
9
5

-1
8
.9
%

1
,2
6
4

-4
2
.9
%

4
2
7

1
0
4

5
3
1

業
務
そ
の
他
部
門

3
2
4

2
2
7

-2
9
.9
%

2
2
7

-2
9
.9
%

1
4
0

-5
6
.8
%

6
1

2
6

8
7

家
庭
部
門

6
6
7

5
0
6

-2
4
.1
%

4
6
1

-3
0
.9
%

2
6
7

-6
0
.0
%

1
2
7

6
7

1
9
4

運
輸
部
門

5
4
5

4
9
9

-8
.4
%

4
5
3

-1
6
.9
%

3
5
7

-3
4
.5
%

0
9
6

9
6

エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
部
門

2
5

1
6

-3
6
.0
%

1
6

-3
6
.0
%

1
2

-5
2
.0
%

4
0

4

部
門
共
通
（
再
エ
ネ
導
入
）

－
－

－
－

－
-4
5
0

－
0

4
5
0

4
5
0

工
業
プ
ロ
セ
ス
部
門

6
1
3

5
9
4

-3
.1
%

5
9
4

-3
.1
%

5
9
3

-3
.3
%

0
1

1

廃
棄
物
部
門

5
1

5
2

2
.0
%

4
7

-7
.8
%

4
4

-1
3
.7
%

0
3

3

メ
タ
ン

1
4

1
2

-1
4
.3
%

1
2

-1
4
.3
%

1
2

-1
4
.3
%

0
0

0

一
酸
化
二
窒
素

2
6

3
1

1
9
.2
%

3
1

1
9
.2
%

3
1

1
9
.2
%

0
0

0

－
－

－
－

－
-3
6

－
－

3
6

3
6

4
,4
7
8

3
,7
3
2

-1
6
.7
%

3
,6
3
6

-1
8
.8
%

2
,2
3
4

-5
0
.1
%

6
1
9

7
8
3

1
,4
0
2

②
対
策
実
施

ケ
ー
ス

排
出
量

資
料
４
「
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
削
減
目
標
の
内
訳
」

合
　
計

基
準
年
度
比

削
減
率

脱
炭
素
の
取
組
に
よ
る
削
減
量
内
訳
（
①
-②

）

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
C
O
2

非
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
C
O
2

C
O
2
以
外
の
温
室
効
果
ガ
ス

吸
収
源
対
策区
　
　
分

2
0
2
0
（
R
2
）

2
0
3
0
（
R
1
2
）

基
準
年
度

排
出
量

現
状
年
度

排
出
量

基
準
年
度
比

削
減
率

①
現
状
趨
勢

ケ
ー
ス

排
出
量

基
準
年
度
比

削
減
率
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資
料
５
「
地
球
温
暖
化
対
策
年
表
」

 
世
界
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
経
緯

 
日
本
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
経
緯

 
八
戸
市
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
経
緯

 
 1

9
7

2
年

 
 1

9
8

5
年

 
1

9
8

7
年

 
 1

9
8

8
年

 
 1

9
9

2
年

 
   1

9
9

7
年

 
    2

0
0

2
年

 
  2

0
0

5
年

 
 2

0
0

6
年

 
  2

0
0

7
年

 
    2

0
0

9
年

 
 2

0
1

0
年

 
    2

0
1

2
年

 
 2

0
1

5
年

 
2

0
1

6
年

 
  2

0
2

1
年

 
   2

0
2

2
年

 

 ・
「
国
連
人
間
環
境
会
議

(ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
会
議

)」
開
催

 
・
「
国
連
環
境
計
画

(U
N

E
P

)設
立

 
・
「
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
の
た
め
の
ウ
ィ
ー
ン
条
約
」
発
効

 
・
「
環
境
と
開
発
に
関
す
る
世
界
委
員
会

(W
C

E
D

)」
報
告
書
発
表

 
・
「
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
」
採
択

 

・
「
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル

(I
P

C
C

)」
設
立

 
 ・
「
地
球
サ
ミ
ッ
ト
」
開
催

 
・
「
環
境
と
開
発
に
関
す
る
リ
オ
宣
言
」
採
択
。

 
・
「
気
候
変
動
枠
組
条
約
」
採
択

 
・
「
地
球
温
暖
化
防
止
京
都
会
議
」
開
催

 
・
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
に
関
す
る
「
京
都
議
定
書
」
採
択

 
    ・
「
持
続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
世
界
首
脳
会
議

(ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
・

サ
ミ
ッ
ト

)開
催

 
 ・
「
京
都
議
定
書
」
発
効

 
 ・
「
ク
リ
ー
ン
開
発
と
気
候
に
関
す
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
」
第
１
回
閣
僚
会
議
開
催

 
・
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
第
４
次
報
告

 
・
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト

 
    ・「

気
候
変
動
枠
組
条
約
第

1
5
回
締
約
国
会
議

(C
O

P
1

5
)コ
ペ
ン
ハ

ー
ゲ
ン
」
開
催

 
・
名
古
屋
市
で
「
生
物
多
様
性
条
約
第

1
0
回
締
約
国
会
議
」
開
催

 
・
「
名
古
屋
議
定
書
」
「
愛
知
目
標
」
採
択

 
   ・
「
国
連
持
続
可
能
な
開
発
会
議

(リ
オ
＋

2
0

)」
開
催

 
 ・
国
連
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標

(S
D

G
s
)」
採
択

 
・
「
パ
リ
協
定
」
発
効

 
  ・「

気
候
変
動
枠
組
条
約
第

2
6
回
締
約
国
会
議

(C
O

P
2

6
)グ
ラ
ス
ゴ

ー
」
開
催

 
  ・「

気
候
変
動
枠
組
条
約
第

2
7
回
締
約
国
会
議

(C
O

P
2

7
)エ
ジ
プ
ト

 
シ
ャ
ル
ム
・
エ
ル
・
シ
ェ
イ
ク
」
開
催

 
 

       1
9

9
0
年

1
0
月

 
    1

9
9

7
年

1
2
月

 
1

9
9

8
年

  
6
月

 
 

 
 

  
 1

0
月

 
1

9
9

9
年

  
4
月

 
 2

0
0

2
年

  
3
月

 
6
月

 
 2

0
0

5
年

  
2
月

 
4
月

 
    2

0
0

8
年

  
3
月

 
6
月

 
7
月

 
 2

0
0

9
年

  
9
月

 
    2

0
1

1
年

  
3
月

 
      2

0
2

0
年

1
0
月

 
2

0
2

1
年

  
3
月

 
6
月

 
1

0
月

  
2

0
2

2
年

  
４
月

  

       ・
「
地
球
温
暖
化
防
止
行
動
計
画
」
の
策
定

 
    ・
「
京
都
議
定
書
」
採
択

 
・
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
大
綱
の
策
定

 
・
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
法
の
成
立
（
施
行
は

1
9

9
9
年

4
月
）

 
・
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
基
本
方
針
の
閣
議
決
定

 
 ・
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
大
綱
の
改
定

 
・
「
京
都
議
定
書
」
締
結

 
 ・
「
京
都
議
定
書
」
発
効

 
・
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
策
定

 
    ・
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
全
面
改
定

 
・
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
法
改
正
法
の
成
立
、
施
行

 
・「

北
海
道
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
」
開
催

(2
0

5
0
年
ま
で
の
温
室

効
果
ガ
ス
排
出
量
半
減
の
長
期
目
標
の
共
有
を
目
指
す
）

 
・
鳩
山
首
相
が
国
連
で
「
温
室
効
果
ガ
ス

2
0

2
0
年
ま
で

1
9

9
0
年
比

2
5
％
削
減
」
を
表
明

 
   ・
「
東
日
本
大
震
災
」
発
災

 
・
「
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
」
発
生

 
     ・
管
首
相
「

2
0

5
0
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
」
を
宣
言

 
・
「
改
正
温
対
法
」
閣
議
決
定

 
・
「
地
域
脱
炭
素
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
公
表

 
・
「
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
」
閣
議
決
定

 
・
「
政
府
実
行
計
画
」
策
定

 
・
「
改
正
温
対
法
」
施
行

 

               1
9

9
9
年

1
2
月

 
2

0
0

1
年

1
0
月

 
  2

0
0

4
年

1
2
月

 
2

0
0

5
年

  
2
月

 
3
月

 
        2

0
0

9
年

  
4
月

 
 2

0
1

0
年

  
2
月

 
 

 
 

  
4
月

 
   2

0
1

3
年

  
3
月

 
2

0
1

5
年

  
3
月

 
 2

0
1

8
年

  
3
月

 
2

0
2

0
年

  
7
月

 
2

0
2

1
年

  
6
月

 
   2

0
2

2
年

  
2
月

 
 2

0
2

3
年

  
 
月

 

               ・
「
う
み
ね
こ
プ
ラ
ン
Ⅰ
」
策
定

 
・

IS
O

1
4

0
0

1
の
認
証
取
得

 
  ・
「
八
戸
市
環
境
基
本
条
例
」
策
定

 
・
「
環
境
基
本
計
画
」
策
定

 
・
「
う
み
ね
こ
プ
ラ
ン
Ⅱ
」
策
定

 
        ・

IS
O

1
4

0
0

1
自
己
適
合
宣
言
に
移
行

 
 ・
「
新
う
み
ね
こ
プ
ラ
ン
（
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画

 
区
域
施
策
編
）」

策
定

 
・
「
う
み
ね
こ
プ
ラ
ン
Ⅲ
」
策
定

 
   ・
「
第
２
次
八
戸
市
環
境
基
本
計
画
」
策
定

 
・
「
う
み
ね
こ
プ
ラ
ン
Ⅳ
」
策
定

 
 ・
「
第
２
次
八
戸
市
環
境
基
本
計
画
」
改
定

 
・
「
う
み
ね
こ
プ
ラ
ン
Ⅴ
」
策
定

 
・

2
0

5
0
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
を
目
指
す
こ

と
を
表
明

 
  ・
気
候
非
常
事
態
を
宣
言

 
 ・
「
第
３
次
八
戸
市
環
境
基
本
計
画
」
策
定

 
・
「
第
２
次
八
戸
市
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
区
域

施
策
編
」
策
定
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資料６「用 語 集」 

 

エコドライブ 

 環境に配慮した自動車の使用のこと。具体

的には、やさしい発進を心がけたり、無駄な

アイドリングを止める等をして燃料の節約

に努め、地球温暖化に大きな影響を与える二

酸化炭素の排出量を減らす運転のこと。 

 

温室効果ガス 

 太陽から放出される熱を地球に閉じ込めて、地

球を温める働きがあるガスの総称。 

 二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒

素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、

パーフルオロカーボン類（PFCs）、六フッ化硫黄

（SF6）、三フッ化窒素（NF3）の７種がある。 

 

カーシェアリング 

 登録した複数の会員が、特定の自動車を共同使

用する有料サービス、システムのこと。自動車の

所有・維持費用がかからないうえ、必要に応じて

短時間単位で、またレンタカーより低い料金で利

用できることが多い。 

 

カーボンニュートラル 

 温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる

こと。2020 年 10 月、政府は 2050 年までに温室

効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボ

ンニュートラルを目指すことを宣言した。 

 

ケミカルリサイクル 

 廃プラスチックを様々な手法で科学的に分解

し、製品の原料などに再利用するリサイクル方法

のこと。 

 

混合セメント 

 セメントに混合材料を混ぜて作ったもの。

混合剤を入れることで科学抵抗性が向上し

たり、水和熱が抑えられるなどのメリットが

ある。一般的なポルトランドセメントと比べ、

エネルギー起源ＣＯ２排出原単位が小さい

ため、省エネ、地球温暖化対策の有効な手段

である。 

 日本産業規格（JIS）において高炉セメン

ト、シリカセメント、フライアッシュセメン

トの３種が規定されている。 

 

再生可能エネルギー 

太陽光や風力、水力、地熱、太陽熱など、

エネルギー源として枯渇せず繰り返し使え、

発電時や熱利用時に地球温暖化の原因とな

る二酸化炭素をほとんど排出しないエネル

ギーをいう。 

 

食品ロス 

 食べ残しや、期限が近いなど様々な理由で食べ

られるのに捨てられてしまう食品のこと。日本で

は年間 570万トンの食品ロスが発生しており、日

本人１人当たりで年間約 45 キログラム、１日ご

飯茶碗１杯のご飯を捨てているのと同じことと

されている。 

 

地球温暖化 

 地球温暖化とは、人間活動の拡大に伴って温室

効果ガス（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、

ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカー

ボン類、六フッ化硫黄、三フッ化窒素）の濃度が

増加することにより、地球の表面温度が上昇する

ことをいう。 

その結果、海面が上昇することによる陸地の水

没、洪水や干ばつ、酷暑やハリケーンなどの激し

い異常気象が増加するといわれている。また、生

態系への影響、水資源の減少、農業・漁業などへ

の影響も懸念されている。 

 

地球環境問題 

  地球環境とは、人類も含めた生物の生存条件そ

のものであるといえる。しかし、産業革命を契機

とした人類の活動の飛躍的な増大や、人口の爆発

的増加に起因する地球環境の変化は、生態系のバ

ランスを崩し、人類の将来にとっても大きな脅威

となっている。 

  地球環境問題とは、このように認識され、取組

みがなされている問題のことで、現在のところ次
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の９つとされている。 

 ①地球の温暖化 ②オゾン層の破壊 ③熱帯

林の減少 ④開発途上国の公害 ⑤酸性雨 

⑥砂漠化  ⑦野生生物種の減少  ⑧海洋汚染  

⑨有害廃棄物の越境移動 

 

パリ協定 

 2020 年以降の地球温暖化対策の国際的な

枠組みを定めた協定。2015 年 12 月にパリで

開催された「気候変動に関する国際連合枠組

条約第 21 回締約国会議（COP21）」で採択さ

れた。日本は 2016 年 11 月に批准した。 

 

モーダルシフト 

貨物輸送の方式をトラックから鉄道・海運など

へ転換すること。労働力不足・道路渋滞・大気汚

染などの深刻化により限界に近づいたトラック

中心の貨物輸送を見直し、機動力のあるトラック

と安く大量に輸送できる鉄道や海運を組み合わ

せることによって、輸送の効率化やコストダウン、

時間短縮を図るもので、国土交通省が総合物流対

策として推進している。 

 

ＢＥＭＳ 

ビルエネルギーマネジメントシステム

Building Energy Management System の略。建物

で使うエネルギーを節約するための管理システ

ムのこと。 

 

ＣＯＰ 

 締約国会議 Conference of the Parties の略。

つまり条約を結んだ国々による会議のこと。 

ＥＶ 

 

 Electric Vehicle の略。電気自動車のことで、

モーターを動力として走行する。エンジンを使用

しないので、走行中に二酸化炭素を排出しない。 

 

ＦＥＭＳ 

ファクトリーエネルギーマネジメントシステム

Factory Energy Management System の略。工場

で使うエネルギーを節約するための管理システ

ムのこと。 

ＨＥＭＳ 

ホームエネルギーマネジメントシステム Home 

Energy Management System の略。家庭で使うエ

ネルギーを節約するための管理システムのこと。 

 

ＩＰＣＣ 

 Intergovernmental panel on Climate change

（気候変動に関する政府間パネル）の略。世界気

象機関（ＷＭＯ）及び国連環境計画（ＵＮＥＰ）

により 1988 年に設立。世界中の科学者の協力の

もと、出版された文献に基づいて定期的に報告書

を作成し、気候変動に関する最新の科学的知見の

評価を提供し、各国政府の気候変動に関する政策

に科学的な基礎を与えることを目的とした組織。 

 

ＬＥＤ 

 Light Emitting Diode の略。日本語では

発光ダイオードと訳される。電圧をかけた際

に発光する半導体素子のことで、電球や蛍光

などに比べて消費電力が少なく、長寿命であ

ることが特徴である。 

 

ＰＰＡ 

 Power Purchase Agreement 電力販売契約

の略。施設所有者が提供する敷地や屋根など

のスペースに太陽光発電設備の所有、管理を

行う会社（PPA 事業者）が設置した太陽光発

電システムで発電された電力をその施設の

電力使用者へ有償提供する仕組み。設置者に

とって初期費用とメンテナンス費用をかけ

ずに太陽光発電設備を導入できるメリット

がある。 

 

ＺＥＢ 

 Net Zero Energy Building の略で、建物

の断熱性・省エネ性能を上げること、太陽光

発電などでエネルギーを創ることにより、年

間の一次消費エネルギー量（空調・給湯・照

明・換気）の収支をゼロにすることを目指し

た建築物を指す。 

 

ＺＥＨ 

 Net Zero Energy House の略で、住まいの
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断熱性・省エネ性能を上げること、太陽光発

電などでエネルギーを創ることにより、年間

の一次消費エネルギー量（空調・給湯・照明・

換気）の収支をゼロにすることを目指した住

宅を指す。 
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